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ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
り
る
一
帝
園
都
市
の
成
立

久
l 

来

陸

郎

同日付｛→

む帝需拡

す菌数 L
ぴ都都が

市 市 き

への

り成

轄立

換

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
舟
知
の
よ
う
に
、
最
も
典
型
的
な
司
教
都
市
の
一
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
成
立
と
護
展
は
ご
払
司
教
本
寺
D
所
在
地
で
あ

っ
た
こ
と
に
係
か
っ
て
い
る
ロ

ζ

D
よ
う
な
司
教
都
市
が
、
如
何
な
る
過
程
を
経
て
、
帝
国
都
市
に
轄
換
し
た
か
。
遁
常
、
一
般
D
地
方
都
市

陸
l

F
宮
内
世
宮
内
梓
に
暫
し
て
、
帝
国
都
市
問
。
向
島

g
g去
と
よ
ぷ
一
群
の
都
市
が
区
分
せ
ち
れ
る
。
地
方
都
市
と
は
、
地
方
領
主
、
地
方
主
権
に
所

麗

l
l少
く
も
名
目
的
に
！
ー
す
る
都
市
で
あ
っ
て
、
宗
教
領
主
た
る
司
教
の
支
配
下
に
あ
る
司
教
都
者
は
、
も
ち
ろ
ん
こ

D
地
方
都
市
の
範

噂
に
含
ま
れ
る
。
と
れ
に
劃
し
て
帝
園
都
市
は
、
図
玉
、
皇
帝
の
中
央
主
穫
に
所
属
す
る
都
市
で
あ
っ
て
、
帝
園
都
市

aa司

g
山
H
H
W
M
M

⑦
丘
四
と

酔
町
宮

い
う
名
稿
、
概
念
が
成
立
す
る
の
は
、
地
方
領
主
穫
が
確
立
し
、
地
方
都
市
が
地
方
領
主
擦
に
所
属
す
る
こ
と
が
明
確
化
し
た
、
ほ
ぽ
十
一
一
一
世

結
以
後
の
と
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
司
教
都
甫
を
合
む
一
群
の
地
方
都
布
が
、
中
世
末
期
に
地
方
主
穣
の
支
配
か
ら
股
し
て
、
帝
圏
直
麗
穫
を
獲
得
し
て
帝
園
都
・
市
民

轄
換
し
た
。
乙
の
轄
換
の
事
情
路
、
一
般
的
に
は
、
都
市
行
政
運
用
に
告
げ
る
自
立
性
獲
得
の
た
め
の
市
民
の
滋
動

l
j地
方
領
主
と
の
苓
和

的
交
渉
、
契
約
に
よ
る
か
或
は
市
民
の
蜂
起
と
い
う
よ
う
な
暴
力
的
強
制
を
含
む
l
！
の
結
果
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
帝
園
都
市
と
よ
ば
れ
た

も
0

0
中
に
は
、
地
才
都
市
か
ら
の
轄
換
の
結
果
と
し
て

D
も
の
で
な
く
、
本
来
地
方
領
主
に
開
局
す
る
こ
と
の
な
↓
か
っ
た
都
市
，
た
と
え
ば
図

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
げ
に
お
帥
り
る
帝
国
都
市
白
庇
立

墨



ア
ワ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
園
都
市
O
成
立

一六

王
、
皇
帝
の
王
宮
の
所
在
地
た
る
宮
廷
都
市
虫
色

5
3母
国
王
直
轄
領
内
に
愛
生
し
た
関
玉
都
市
開

S
M
m
g
g烏

方
都
市
か
ら
帝
園
都
市
へ
の
輔
換
の
事
情
も
句
必
歩
し
も
市
民
の
運
動
の
結
果
で
は
な
か
っ
た
ι
領
主
血
統
O
甑
結
、
ま
た
は
除
封
な
ど
を
原

因
と
す
る
地
方
領
主
権
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
地
方
領
主
所
属
の
事
情
が
解
消
し
て
、
自
動
的
に
帝
関
都
市
に
輔
換
し
た
都
市
が
あ
っ
た
。
十
一
一
一

世
妃
の
初
め
、
ザ
ク
セ
ン
公
ハ
イ

y
p
ッ
ヒ
獅
子
公
の
反
皇
帝
政
策
の
失
敗
後
、
ヴ
ェ
ル
フ
品
ン
家
が
浪
落
し
て
、
獅
子
公
が
苦
心
経
替
じ
た
u
y

a
ペ
ッ
ク
が
帝
園
都
市
に
蒔
換
し
た
の
が
そ
の
例
で
あ
り
、
ま
た
都
市
建
設
者
と
し
て
著
名
な
西
南
ド
イ
ツ
の

な
芝、
カf~,, 
ま
た
地

N
前
月
三
口
問
。
H
M

家
の
経
営
し
た

フ
ラ
イ
プ
ル
グ
ハ
プ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
の
）
そ
の
他
一
連
の
建
設
都
市
が
、
同
出
識
の
蹴
結
後
、
帝
園
都
市
と
な
っ
た
例
を
も
事
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

ぅ
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
例
外
的
な
事
震
は
あ
る
に
し
て
も
、
兎
も
角
一
般
的
広
は
、
市
民
の
運
動
の
結
呆
と
し
て
の
地
方
都

市
↓
帝
国
都
市
の
護
展
を
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

φ

と
と
ら
で
司
教
都
市
の
市
民
が
、
宗
教
領
主
D
支
配
を
覆
え
し
て
、
帝
閣
直
岡
崎
擢
を
獲
得
す
る
と
い
う
事
態
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
‘
都
市

行
政
の
自
立
性
接
大
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
帝
園
都
市
が
帝
国
に
従
属
す
る
そ
の
つ
な
が
り
は
、
地
方
領
主
に
謝
す
る
み
』
れ
よ

一
歩
も
、
ゆ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
営
然
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
個
々
に
つ
い
℃
見
る
と
、
必
宇
し
も
一
様
で
は
な
い
。
す
く
な
く
と

も
、
地
方
都
市
一
般
と
帝
国
都
市
一
般
と
を
比
較
す
る
時
、
上
毅
主
権
に
封
事
る
従
属
性
の
大
小
を
簡
軍
に
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
O

H
也
R
U

黙
に
つ
い
て
、
フ
ォ
ン
・
ベ
ロ
ウ
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
い
う
。

「
多
様
性
、
不
規
則
性
、
雑
駁
な
る
こ
と
、
と
れ
ら
が
中
世
の
制
度
の
特
徴
で
あ
る
。
都
市
に
沿
い
て
、
と
の
不
規
則
性
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
と
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
ろ
い
る
の
賠
か
ら
一
お
っ
て
、
都
市
は
中
世
に
語
げ
る
他
の
菌
鰭
よ
り
も
統
一
性
を
一
部
し

τ

い
る
こ
と
は
事
震
で
あ
る
。
し
か
レ
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
示
、
都
市
は
色
と
り
E
り
の
姿
、
多
様
な
形
態
を
示
し
て
い
活
。
何
と
・
な
れ
ば
、
都

市
は
他
の
中
世
閣
鱒
よ
り
も
豊
富
な
生
活
、
豊
富
な
事
情
を
内
匂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
古
し
わ
れ
わ
れ
が
都
市
を
帝
園
都
市
と
地
方
都
市

に
分
類
す
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
な
ら
ば
、
中
世
諸
制
度
。
多
様
性
が
た
だ
ち
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
帝
関
都
市
と
は
何
ぞ
や
。
帝
関
都



市
と
は
帝
園
名
鑑
問
。
百
回
何
回
日
ω
E
W
O
H
に
記
載
さ
れ
た
も
O
を
い
う
、
と
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
V

で
あ
る
。
し
か
し
と
D
黙
で
も
、
ま
た
明
瞭
さ

が
紋
け
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
可
成
り
多
く
の
都
市
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
帝
国
名
鑑
に
記
載
さ
れ
た
か
否
か
に
闘
し
、
数
世
組
問
等
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
Q

そ
の
他
、
純
粋
に
消
極
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
あ
げ
る
な
ら
ば
‘
帝
園
都
市
は
地
方
領
主
に
謝
し
て
歳
貢
を
約
め
な
い
、
と
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
他
方
に
は
領
主
が
歳
貢
を
徴
し
な
い
地
方
都
市
も
あ
っ
た
、
と
い
う
断
わ
り
警
を
つ
け
友
ザ

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
近
代
的
な
諸
関
係
に
影
響
さ
れ
て
、
帝
園
都
市
を
、
そ
の
内
部
広
治
け
る
司
法
権
の
所
有
者
で
あ
る
と
考
え
て
も
な
ら

注
M
V

。
た
と
え
ば
最
強
の
帝
園
都
市
の
一
で
あ
る
ケ
ル
Y

で
は
、
大
司
教
が
終
始
（
少
く
と
も
名
目
的
に
は
）
司
法
擢
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
と
で
帝
魁
都
市
の
成
立
を
、
ほ
と
ん
ど
偶
然
的
な
も
D
と
よ
ぷ
乙
と
が
で
き
る
。
意
識
的
に
創
議
さ
れ
た
も
の
も
な
か
っ
た
し
、
ま
た

友
に
ら
か
の
必
然
性
に
根
ざ
す
も
の
も
な
か
っ
た
。
多
く
の
帝
園
都
市
よ
り
も
濁
立
性
を
保
つ
地
方
都
市
が
多
い
と
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で

花
見
た
と
こ
る
で
あ
る
。
」

ペ
ロ
ウ
D
い
う
ご
と
く
、
地
方
都
市
一
般
を
以
っ
て
、
務
立
性
の
黙
で
、
帝
園
都
市
に
劣
る
と
は
必
－
や
し
も
い
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
北
濁
ハ
ン
ザ
同
盟
の
有
力
都
市
ハ

γ
プ
ル
グ
等
も
地
方
都
市
の
う
ち
に
教
え
ら
れ
る
が
、
賓
質
的
に
は
帝
園
都
市
と
異
ら
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
猿
立
性
D
黙
で
、
帝
園
都
市
一
般
と
地
方
都
市
一
般
と
を
厳
密
に
直
分
す
る
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
う
し
、
も
し
強
い
で
雨
者
を
類
別
し

ま
う
ー
と
す
る
な
ち
は
、
ペ
ロ
ウ
D
い
う
よ
う
に
帝
園
名
鑑
登
録
と
い
う
よ
う
な
、
形
式
上
の
基
準
に
よ
ら
ざ
る
，
K
え
な
い
で
あ
る
う
。
し
か
し

な
が
ち
、
も
し
特
定
。
都
市
が
地
方
都
市
か
ら
帝
閣
都
市
へ
と
轄
換
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
、
満
立
性
に
烏
け
る
稜
展
で
あ

り
、
＼
そ
れ
が
市
民
の
自
立
運
動
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
営
該
都
市
に
と
っ
て
は
、
重
大
な
意
義
の
あ
る
都
市
都
民
展
奥
の
分
岐
黙
で
あ

る
と
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
地
方
都
市
か
ら
帝
魁
都
市
へ
の
轄
換
は
、
具
鰻
的
に
知
何
な
る
経
過
を
辿
っ
て
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
事
情

を
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
つ
い
て
見
ょ
う
と
す
る
D
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
民
和
け
る
帝
国
都
市
の
成
立
ー

コt七



ア
ウ
グ
災
プ
ル
グ
に
精
げ
る
帝
罷
都
市
の
成
立

睦
1 ( 

地
方
都
市
、
菅
属
都
市
句
概
念
に
づ
い
て
は
∞
忌
昌
宏
H
I
4・

同
位
g
N
V
2
m
H
F
o
Zぴ
5
v
a需
品
OEmovoHH
問
。
。
宮
ωmoaの
FME

n
M
M
g
d
o
s
h
p
H
H岱
m
w
m
O一

g
M
m
w
u
m
w・
04MWM吋
よ
お
む
ぬ
・
宮
下
学
官
民

「
ヨ

1
ロ
ッ
斤
に
お
け
る
都
市
の
成
立
」
昭
和
一
一
十
八
年
、
一
ニ
四
三

頁
以
下
及
び
一
一
一
即
日
丸
頁
参
鼠

a誌
g
m
Z
6
2出
の
名
稿
が
初
め
て
史
料
に
現
わ
れ
る
の
は
二
一

二
五
年
で
あ
る
。

m
n
F昌
弘
2
i
〈－

R
H
H
E
N
t
o吋
間
前
掲
書

k
r州
w
。H
H

ぬロ、ロ。吋門
g
ロロ角凶、ハ刷。
m日削w
吋、

Z
。吋仏同
M

削酬ロ
m
ぬロ
e

寓岱｝

等
が
wr
、
れ
で
あ
る
O

か
か
る
都
甫
は
玉
窪
額
の
由
グ
い
北

v
．．
 1

イ
岬
J

に品
グ

怠3 

ll 

4 

《
、
主
宰
領
の
多
川
南
F
イ
W
J

に
多
《
晃
ら
れ
る
o
、

き
わ
品
て
稀
れ
な
憾
で
あ
る
が
、
惑
に
帝
園
都
市
か
ら
地
方
都
市
に

縛
換
し
た
巧
莞
N
げ
同
時
間
・
足
払
HMM闘
の
ど
＆
舎
が
あ
る
。
後
者
は
潤
数

都
市
か
ら
一
旦
帝
園
都
市
仁
韓
換
し
た
も
の
が
、
再
び
苛
教
・
一
切
に
戻

A
J

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
り
現
象
は
十
五
世
紹
ζ

＆
で
、
そ
の
践

に
な
る
＆
市
民
自
治
が
護
撞
し
て
い
る
か
ら
、
車
に
名
目
上
の
艶
化

に
す
ぎ
な
い
。

4
・回
o
s
d
q
u
b
M酬m
態
。
宮
内
同
0
5
2
v
o
ω
件前島
04q－02mopnロ
品
回
中

誌
品
川
崎
ぎ
語
、
遣
い
wuwω
・4
0
・

5 

ま
や
顕
序
と
し
て
、
ア
タ
グ
ス
プ
ル
グ
に
語
げ
る
司
教
都
市
の
成
立
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

ア
ゥ
グ
ス
プ
ル
グ
は
古
名
宝

幹
回

1

〉
ロ
官
民
ぎ
お
と
よ
ぷ
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ウ
ス
帝
治
下
。
の
時
代
の
創
建
に
か
か
る
古
ロ
ー
マ
以
来
の
都
市
で
事
る
。
数
、
曾
の
倖
承
に
よ
る
と
、
と
の

地
D
キ
夢
ス
ト
数
勢
力
は
ロ
ー
マ
寧
閣
の
駐
屯
と
共
に
初
ま
り
、
三
世
和
の
後
半
に
は
デ
ィ
オ
ク
レ
ヂ
ィ
ァ
ア
ヌ
ス
帝
の
キ
9
ス
ト
教
泊
客
に

主
っ
て
仔
札
た
聖
ア
フ
一
フ
の
社
烈
な
る
最
後
が
、
キ
亨
ス
ト
較
聖
地
と
し
℃
の
ア
ウ
ノ
グ
ス
プ
ル
グ
の
運
命
を
定
め
た
と
い
う
。
聖
ア
フ
ラ
は
中
世

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
建
設
者
で
あ
り
、
数
曾
O
倖
承
は
さ
ら
に
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
D
可
毅
践
の
出
現
を
も
こ
の
聖
者
と
む
す
び
つ
一
け
、
聖
ア

フ
ラ
の
遺
徳
を
傍
え
る
た
め
に
、
聖
者
の
苅
の
直
後
、
初
代
司
教

U
Z
3．ω
S
が
出
現
し
た
と
す
る
。
し
か
し
帯
数
躍
の
出
現
を
と
り
よ
う

に
回
世
総
初
頭
に
も
っ
て
ゆ
く
敬
曾
俸
承
が
来
し
て
信
ヂ
ペ
き
か
窃
か
を
立
設
す
る
史
料
は
全
く
欠
け
て
い
て
、
司
教
廃
に
つ
い
て
、
確
資
な

持
白
骨

a

文
献
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
は
、
わ
咲
か
げ
山
八
世
結
後
半
’
巧
安
当
唱
の
苛
較
就
任
以
後
む
こ
と
で
あ
V
Q
O

し
か
し
巧
主
将
司
の
司
教
在
任
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
教
皇
の
志
向
。
門
田
宛
D
伎
の
書
簡
が
現
容
す
る
と
い
う
偶
然
的
な
事
情
の
た
め

で
、
巧
同
町
内
同
門
司
在
任
。
末
顎
に
は
‘
バ
イ
エ
ル
ン
、
ア
レ
マ
一
一
エ
シ
に
フ
ラ
vt
ク
題
。
支
配
に
封
ず
る
叛
簸
が
勃
裂
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ



司
教
産
院
関
す
る
所
俸
は
絶
え
る
。
そ
の
後
、
八
世
結
末
に
、
カ
ー
ル
犬
，
帝
が
こ
の
地
巴
来
征
し
℃
、
バ
イ
エ
ル
Y

の、

Hdgaz討
伐
の
た
め

の
軍
事
基
地
を
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
定
め
た
が
、
そ
の
頃
の
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
事
情
が
、
ア
イ
Y

ハ
ル
ト
の
．
年
代
記
陪
よ
っ
て
知
ら
れ
持
。

す
な
わ
ち
カ
ー
ル
は
グ
シ
ロ
征
討
後
、
辺
旦
旬
。
一
立
を
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
D
司
較
に
任
口
、
ジ
Y
ト
ベ
ル
ト
は
鵡
越
の
聖
ア
フ
ラ
を
紹
A
必
ず
る
た

H
間

a包

め
の
聖
堂
を
、
奮
ロ
ー
マ
市
街
地
l
i
i恐
ら
く
営
時
の
集
落
は
そ
の
内
部
に
限
ら
れ
た
で
あ
る
ろ
i
i
O
南
方
の
地
に
建
設
し
た
。
と
の
聖
ア

フ
ラ
堂
は
幾
た
び
か
兵
火
に
か
か
る
が
、
は
か
ち
ゃ
ノ
も
十
二
三
世
紹
に
奮
ロ

1
マ
市
街
の
替
市
街
の
南
部
に
形
成
さ
れ
た
新
市
〈
。

g
g去
の

核
と
な
り
、
中
世
末
、
フ
ッ
ガ
1
、
ゥ
a

ル
ザ
I
等
の
宮
商
の
名
と
む
す
び
つ
け
て
知
ら
れ
る
ア
歩
グ
ス
プ
ル
グ
の
華
か
法
経
済
活
動
の
中
心

と
な
る
＠
こ
の
よ
う
に
八
世
紹
末
か
ら
九
世
組
初
頭
の
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
詞
較
座
に
つ
い
て
知
ち
れ
る
O
は
と
れ
も
ま
た
一
時
的
な
現
象
で
あ
・

っ
て
大
帝
死
後
の
カ
ロ
リ
Y

ガ
l
末
期
に
歪
る
と
史
料
は
再
び
絶
え
る
。
要
す
る
に
八
、
九
世
紀
の
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
例
外
時
期
を
除
い

て
、
史
料
が
欠
け
て
い
る
。

し
か
る
に
十
世
紀
の
ザ
ク
セ
ン
朝
以
降
の
時
代
に
至
っ
て
、
史
料
は
俄
か
に
豊
富
と
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
の
政
治
的
安
定
期
に
至
。

て
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
が
都
市
と
し
て

O
態
容
を
整
え
は
じ
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
う
が
、
そ
の
黙
で
大
き
な
意
義
を
も
つ
の
は
、
十

世
紹
の
ウ
ル

9
ッ
ヒ
、
詞
穀
時
代
忠
明
1
4
也
誌
で
あ
る
0

品

γ
ル
9
ッ
ヒ
ロ
宮
の
町
。
a・
白
血
mw
一
円
円
山
岳
の
時
代
広
つ
い
て
は
、
彼
の
偉
大
な
事
蹟
を

倖
え
る
た
め
広
、
同
時
代
の
借
侶
が
執
筆
し
た
「
ウ
ル

9
ッ
ヒ
停
〈
即
時
h
H
C仏
mFE♀
」
が
あ
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
つ
い
て
可
成
り
精
細

嗣
阿

za

に
倖
え
川
0
0

ウ
ル
ザ
ッ
ヒ
が
す
ぞ
れ
た
愛
の
聖
者
で
あ
る
こ
と
は
、
ウ
ル

P
ツ
ヒ
停
が
ハ

Y
ガ
9
7
人
来
襲
の
際
に
被
災
者
に
示
し
た
絞
の
献

身
的
・
な
救
他
事
業
巴
つ
い
て
強
調
ず
る
ず
る
と
と
る
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
行
動
の
入
、
政
治
的
才
幹
の
持
主
で
も
あ
り
、
絞
り
本
領
は
む

し
ろ
後
者
に
あ
る
と
考
え
ち
れ
、
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
碁
礎
を
築
き
、
翠
ア
フ
ラ
を
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
創
業
の
士
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ

し
く
中
興
の
組
で
あ
っ
た
O

E
ウ
ル

F
ッ
引
停
に
よ
る
と
、
九
二
四
年
に
入
っ
た
時
、
市
内
は
荒
廃
の
極
に
達
し
て
、
人
聞
の
居
住
地
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
野
獣
の
棲
家
と
い
っ
た
欺
態
で
あ
つ
だ
が
、
ウ
ル
n
p
ッ
ヒ
の
行
動
力
は
、
荒
れ
は
℃
た
市
中
に
本
寺
を
初
め
と
す
る
堂
塔
を
締

ア両
γ
グ
ス
プ
ル

F
広
和
昭
る
帝
国
都
市
の
成
立

九



ア
ウ
グ
九
プ
ル
グ
記
お
け
る
帝
園
都
市
む
成
立

終
審

た
し
、
市
街
に
城
壁
を
設
げ
て
1

復
興
を
完
成
し
た
と
い
う
。
ウ
ル
ヲ
ッ
ヒ
の
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
復
興
一
に
封
ず
る
大
き
な
貢
献
は
も
ち
る
ん
事

震
で
お
ろ
う
し
、
ウ
ル

P
ッ
ピ
入
城
前
沼
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
鷲
援
も
、
こ
れ
ま
た
ウ
ル

F
ッ
ヒ
の
業
践
を
引
き
た
た
せ
る
た
め
の
誇
張
主
割

引
い
て
、
あ
る
程
度
ま
で
信
宇
べ
き
で
め
る
う
。
し
か
し
モ
の
・
「
極
端
な
荒
陵
」
の
藤
間
以
に
つ
い
℃
は
、
ウ
ル
叫
ヲ
ッ
ヒ
停
は
金
く
ふ
れ
て
い
な

。

い
の
で
あ
る
。
と
の
黙
に
つ
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
史
研
究
の
権
威
者
口
同
・
冨
ミ
ミ
は
、
ウ
ル
ηJ
ッ
ヒ
停
が
九
五
五
年
の
ハ

Y
が
ロ
ア
人

。
侵
害
に
つ
い
て
詳
細
に
簿
え
な
が
ら
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
入
城
前
の
荒
廃
の
事
情
広
ふ
れ
て
い
な
い
の
を
暴
と
し
な
が
ち
も
、
恐
ら
く
十
世
結
。

鈴
7

初
頭
に
す
で
に
考
え
ら
れ
る
ハ
ン
ガ
リ
ア
人
の
侵
害
拡
も
と
宇
く
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
と
の
推
定
に
し
た
が
う
・
な
ら
ば
、
ウ
ル

5
ッ
ヒ
が

城
盤
建
設
に
大
き
な
精
力
主
費
し
た
事
情
が
器
解
で
き
る
。
ず
な
む
ち
そ
れ
は
、
眼
前
に
泊
る
ハ

y
、
方
言
ア
人
の
来
襲
に
針
路
す
る
た
め
の
も

D
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
苅
教
都
市
時
代
に
つ
い
て
特
有
な
こ
と
は
、
患
帝
と
の
関
係
が
密
接
な
こ
と
で
あ
号
、
歴
代
司
教
が
親
皇
帝
政
策
に
終
始

一
憲
明

ら
か
犯
な
る
。
そ
の
事
情
は
、
ザ

p
エ
ル
朝
、
シ
ュ
タ
ウ
フ

a
y
朝
い
宇
れ
も
南
濁
に
本
領
を
も
っ
と
い
う
地
理
的
事
情
に
も
関
係
は
あ
る
が
、

主
と
し
て
は
、
ア
ル
グ
ス
プ
ル
グ
が
ア
ル
ザ
ス
の
〈
R
E
H誌
に
位
置
し
て
、
総
伊
交
通
の
基
鮪
に
あ
た
り
、
諸
島
帝
が
イ
タ
リ
ア
政
策
の
根

し
た
こ
と
で
、
そ
θ
乙
と
は
す
で
に
ザ
ク
セ

y
朝
時
代
に
も
あ
ら
わ
れ
る
が
、
ザ
n
y

品
ル
朝
、

γ
ュ
タ
ウ
フ
広

Y

朝
時
代
に
至
っ
て
、

接
地
と
し
℃
こ
の
地
を
濯
び
、
と
の
地
と
深
い
関
惑
を
も
っ
た
こ
と
記
ー
も
と
や
い
て
い
る
。
調
教
ウ
ル

p
ッ
ヒ
も
親
皐
帝
の
態
度
に
蕗
始
し

た
一
人
で
、
ォ
．
ッ
十
1
一
設
は
九
五
二
冬
、
イ
タ
リ
ア
壬
を
健
栴
し
た
絞
の
イ
ヴ
レ
ア

ο
国
号

8
5円
程
討
の
基
地
と
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
プ

然
S

ル
グ
を
定
め
た
が
、
そ
の
直
前
民
主
は
ウ
ル

p
ッ
ヒ
0
・
忠
誠
に
臨
え
て
、
こ
の
地
で
留
脅
と
崇
敬
曾
議
匙
開
い
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
九
五
一
一
一
年

ア
レ
マ
ネ
ン
公
ル
ド
ル
フ
が
交
ォ
ッ
ト
ー
に
叛
し
て
軍
を
あ
げ
た
際
、
西
南
ド
イ
ツ
、
曹
と
く
に
パ
イ
品
ル
シ
、

シ
ュ
ヴ
ァ

I
ベ
ン
D
諸
領
主
が

ル
ド
ル
フ
に
一
呼
躍
し
た
に
も
か
か
わ
ら
争
、
ウ
ル
リ
ッ
と
ひ
と
り
オ
ッ
ト
1
側
に
参
じ
、
そ
れ
が
た
め
、
ず
ア
ル
ツ
拾
ア
ル
ヌ
ル
フ
に
よ
っ
て

劫
掠
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
が
、
親
関
正
O
態
度
b
L
費
え
な
か
っ
た
。
二
年
後
の
九
五
五
年
夏
に
は
）
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
窓
前
の
災
厄
た
る
ハ



ッ
ト
l
一
世
と
よ
く
協
調
し
℃
、
オ
ッ
ト
i
沿
援
助
の
下
に
奨
事
に
℃

れ
を
退
け
て
い
る
。
と
の
際
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
欝
・
市
街
南
郊
の
聖
ア
フ
ラ
堂
周
慈
の
集
落
生
ハ

ν
ガ
w
p
ア
人
の
兵
火
に
よ
っ
て
失
っ
た
が
、

能
9

奮
市
そ
の
も
の
は
、
南
酉
む
城
壁
に
よ
っ
て
、
よ
く
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ

τ
ハ
y
ガ
リ
ア
人
の
来
冠
は
1

ア
ウ
グ
ス
プ
が
グ
に
と
っ
て
大
き
な
災
厄
で
あ
っ
た
が
）
し
か
し
ま
た
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
殻
展
に
で
本

ツ
ク
を
劃
す
る
事
件
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
第
一
に
は
人
口
の
著
し
い
集
中
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ハ

Y

ガ
リ
ア
人
。
来
襲

に
よ
っ
て
甚
大
な
侵
害
を
蒙
っ
た
周
漣
農
村
部
か
ら
、
難
を
免
れ
に
城
壁
内
に
移
住
す
る
も
の
が
増
大
し
、
奮
ロ
ー
マ
市
街
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
奮

市
を
満
た
し
、
や
が
て
溢
れ
て
欝
市
に
南
按
ず
る
可
mwH1S岳
地
誌
を
形
成
し
、
そ
の
集
落
は
さ
ら
に
南
に
恕
ぴ
て
、
翠
ア
フ
ラ
蛍
す
な
わ
ち
の
ち

の
聖
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
堂
中
心
の
集
務
と
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
句

q
Eの
何
回
地
置
と
聖
ア
フ
ラ
堂
周
濯
が
〈
。
3
露
骨
の
中
心
部
分
と
な

Y
ガ

aア
人
O
犬
来
襲
が
b
っ
た
が
『
の
際
に
も
ウ
ル
n

ッ
ヒ
は
オ

り
、
十
三
一
世
紀
以
降
の
市
民
の
経
済
活
動
の
本
援
と
な
っ
た
乙
と
は
、

PEω
岳
地
直
に
ラ
1
ト
・
ハ
ウ
ス
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
o

乙
O
頃
市
内
に
来
往
し
た
人
口
の
一
部
分
は
恐
ら
く
手
工
業
者
で
あ
る
う
い
、
一
部
分
は
貴
族
居
で
あ
る
v

っ
。
そ
の
後
者
が
や
が
て
司
教

支
障
の
諸
職
主
占
め
、
ま
た
は
－
初
期
の
都
市
貴
族
。
o
z
E角
川
、
伊
丹
尽
を
形
成
す
る
。
。
ち
D
都
市
貴
族
O
中
に
は
！
と
の
時
代
に
護
砕
す
る
と

出
識
が
そ
O

一
例
で
、
そ
の
家
名
は
司
教
支
配
時
代
の
佼
識
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

と
が
推
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
旬
。
門
会
発

マ際
M

A
J
O
 

第
二
に
は
詞
敬
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
O
献
身
的
な
忠
誠
に
封
ず
る
報
償
と
し
℃
、
オ
ッ
ト
1
一
世
が
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
苛
教
に
典
え
た
保
護
を
始
め

と
し
、
て
、
帝
国
留
策
と
し
℃
オ
ッ

j
ト
1
諸
帝
が
数
曾
勢
力
抱
込
D
た
め
に
と
っ
た
誘
致
曾
政
策
の
あ
ら
わ
れ
．
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
オ
ッ
ト
1
諸

帝
の
特
許
吠

0
2
0
3
2
号
玄
官
民
同
3
．0結
果
と
し

τ、
ア
－
R
グ
ス
プ
ル
グ
が
可
敬
都
市
と
し

τ第
一
歩
を
ふ
み
肖
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ウ

ル
p
vヒ
停
は
か
か
る
才
ッ
ト
1

0
保
護
が
法
鎖
的
に
如
何
な
る
内
容
を
も
ハ

J

か
を
、
遺
憾
な
が
ら
ほ
と
ん

E
記
越
し
て
い
な
い
o
し
た
が
っ

一｝O
四
年
の
都
市
法
、
二
六
七
年
の
都
市
法
に
あ
ら
わ
れ
る
、
時
数
併
も
っ
た
裁
判
様
、
鋳
貨
棒
、
関
説
様
、
徴
税
構
等
の
各
同
現

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
托
お
け
る
帯
周
都
市
O
，
成
立

て、



ア
汐
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
げ
る
帝
闘
都
市
の
成
主

一一

強出
o
n
が
漸
次
的
に
成
立
し
て
、
ザ
ッ
ク
セ

y
朝
時
代
花
賞
質
的
に
司
教
都
市
が
出
現
し
た
こ
と
を
、
推
定
す
る
他
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら

権
限
の
委
譲
を
立
設
す
る
直
接
的
史
料
は
な
い
が
、
ウ
ル
リ
ッ
と
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
貨
幣
が
現
存
す
る
こ
と
で
も
、
鋳
貨
擢
を
ウ
ル
9
ッ

一
O
六
一
年
に
ハ
イ
y
n
y
ッ
ヒ
回
世
が
、
と
の
鋳
貨
擦
を
追
認
し
て

ビ
が
行
使
し
た
乙
と
は
充
分
に
認
定
で
き
る
し
、
多
少
時
代
は
下
る
が
‘

位
同
日

い
る
と
と
で
も
推
定
で
き
る
。

．
第
三
に
一
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
設
展
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
ア
ル
プ
ス
前
地
の
針
伊
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
て
諸
皇
帝
O
イ
タ
9
ア

遠
征
の
際
の
軍
隊
集
結
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
品
別
に
も
述
べ
た
が
、
軍
隊
集
結
地
で
あ
る
こ
と
自
身
が
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
褒
展
の
原
国

と
も
な
る
が
、
さ
ら
に
加
う
る
に
封
伊
交
通
が
単
に
軍
事
的
な
も
の
に
限
ら
れ
歩
、
通
商
関
係
の
も
の
を
も
含
ん
だ
と
と
は
、
営
然
推
定
で
き

る
し
、
釣
ハ
ン
ガ
リ
ア
略
戦
以
後
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
多
く
の
人
口
を
吸
牧
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
も
司
教
属
の
消
費
に
封
臆
す
る
手
工
業

者
、
商
人
を
含
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
謝
ハ
ン
ガ
n
y
ア
鞍
に
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
織
布
エ
ギ
ル
ト
が
組
織
的
な
抗
戦
を
行
っ
た
と
い
う
、
古

い
停
承
は
そ
の
ま
ま
信
と
得
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
市
民
が
多
く
出
陣
し
て
勇
敢
さ
を
以
っ
て
問
え
た
、
と
同
時
代
の
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
俸
は
侍

駐日目

え
る
。
釣
ハ

y
ガ
リ
ア
毅
以
後
、
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
多
く
の
手
工
業
者
を
新
た
に
匂
擁
し
て
、
そ
の
経
済
活
動
に
一
轄
機
を
劃
し
た
で
あ

ろ
う
。
封
ハ

y
ガ
F
ア
致
後
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
が
面
白
を
改
め
た
己
と
は
、
ウ
ル
日
フ
ッ
ヒ
の
苑
後
間
も
な
い
九
八

O
年
に
帝
圏
諸
侯
か
ら
徴

さ
れ
る

目。H1山
内
出
昨
日

（
霊
袋
兵
士
）
の
教
が
、
ト

p
エ
ル
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
グ
、
レ
ゲ

Y

ス
プ
ル
グ
が
そ
れ
ぞ
れ
七

O
名
、
攻
ユ
ル
ツ
プ
ル
グ
が

六
O
名
、
コ

Y
ス
タ
Y

ツ
、
ヴ
オ
ル
ム
ス
が
四

O
名
と
評
定
さ
れ
た
の
に
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
が
、
ケ
ル

y
、
マ
イ
Y
ツ
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ

島

B

－m，．．
． 

等
の
ラ
イ
ン
河
畔
の
第
一
級
の
諸
都
市
と
共
に
一

O
O名
と
さ
札
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

ウ
ル

p
ヅ
ヒ
O
の
ち
、
歴
代
の
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
司
一
敬
は
、
ザ
グ
セ

y
諸
皇
帝
に
封
ず
る
親
皇
帝

ω態
度
を
鑓
え
な
か
っ
た
。
諸
皇
帝
は
し

ぽ
し
ば
乙
の
町
に
滞
在
し
‘
園
芸
宮
廷
り
あ
っ
た
こ
主
が
、
九
六
二
年
、
九
七
二
年
忙
を
・
の
記
載
が
見
え
る
。
歴
代
司
教
の
親
皇
帝
政
策
の
事



貨
は
枚
拳
す
る
に
聴
の
な
い
ほ
E
で
あ
る
が
、
若
干
の
賞
例
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
。
ナ
ウ
グ
ス
デ
ル
グ
は
も
と
よ
り
シ

ュ
グ
ァ

1
ぺ
y
D
東
端
に
位
置
す
る
都
市
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ

1
ベ
y
公

開

B
a
が
そ
の
織
父
コ

Y

ラ
ッ

F
二
世
帝
に
濁
し
て
叛
飢
ー
を
起
し

た
時
、
司
教
切
言
。
は
V

品
ヴ
ァ
l
ベ
y
公
の
強
諦
に
か
か
わ
ら
歩
皇
帝
支
持
の
態
度
を
艶
一
え
争
、
時
に
コ

Y

ラ
ッ

F
二
世
は
イ
タ
9
7
遠
征
。

征
践
に
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
シ
ュ
ヴ
ァ
1
ベ
y
公
の
同
盟
者
な
る
詞
oFWHM
伯
の
鋭
掠
を
蒙
り
、
司
教
は
身
を
以
っ
て
逃
れ
て
そ
の
態

度
を
貫
い
た
。
ま
た
ハ
イ
Yη
ジ
ッ
ヒ
四
世
時
代
の
内
鼠
に
も
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
帯
数
肘
B
U
H
1日
付
。
は
回
世
の
側
近
に
参
じ
、
か
O
カ
ノ
ッ
サ
行

に
も
四
世
に
随
行
し
て
教
皇
側
と
協
調
に
努
力
し
た
。
そ
の
前
後
都
市
は
封
立
王
国

0
3
8
n
g
p
E岩
g
u母
ぬ
の
徹
底
的
な
破
壊
を
受
け

る
。
と
の
際
市
民
が
抗
較
が
中
心
と
な
っ
た
と
停
え
ら
れ
却
が
、
ウ
ル
リ
ヅ
ヒ
時
代
の
封
ハ
ン
ガ
9
7
抗
戦
。
際
の
市
民
心

gω
が
恐
ら
く
司

毅
騒
の

SZMω
件。ユ
ω
H
O
P
－
E
中
心
と
し
た
も
O
で
あ
っ
た
の
に
封
し
℃
、
成
熟
途
上
に
あ
る
本
来
の
市
民
居

k
指
す
も
の
と
し
て
解
し
て
よ
い

－ムFa
n

・

で
あ
る
’

hj
ハ
イ
Yη
ツ
ッ
ヒ
回
世
は
鋭
後
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
彼
興
を
援
助
し
、
バ
イ
エ
ル

y
公
よ
り
奪
っ
た
呂
志
HMmg
を
司
教
領
と

し
て
権
担
、

一一

O
四
年
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
最
初
の
都
市
法
を
奥
え
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
に
強
ぺ
る
。

し
か
る
に
ザ
ク
セ
Y
朝
時
代
の
最
後
に
至
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
司
教
の
態
度
は
動
描
す
る
。
ず
た
わ
ち
ロ
グ
1
ル
帝
の
就
任
に
劉
し

て
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ

y
家
の
シ
ヂ
グ
ァ
：
ベ

y
公
フ
習
I
ド
リ
ッ
ヒ
が
叙
し
た
時
、
司
較
は
停
統
を
破
っ
て
、
敢
え
て

y
ュ
グ
ウ
フ
品

Y
家
主

支
持
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
一
一
一
一
二
年
ロ
タ
ー
ル
帝
が
イ
ク
リ
ア
遠
征
の
途
攻
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ

κ立
寄
っ
た
際
、
偶
都
民
的
な
市
民
と
の
衝

陸時四

突
か
ら
、
皇
帝
軍
の
｝
一
一
日
間

K
E
る
犬
妨
掠
を
受
げ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ

y
朝
の
時
代
に
至
っ
て
、
反
っ
て
幸
し
、
シ
品

グ
ウ
フ
品

Y
戟
誇
帝
と
の
関
係
は
一
一
暦
緊
密
と
な
っ
た
。
閣
曾
、
宗
教
曾
議
、
，
宮
廷
婚
相
側
等
が
し
ば
し
ば
ζ

O

町
で
催
さ
れ
、
都
市

ω稜
展
を

促
進
す
る
が
、

一
一
九
七
年
フ
習
I
F
P
ッ
ヒ
・
パ
ル
パ
ロ
ッ
サ
帝
に
よ
っ
て
輿
え
ら
れ
た
都
市
法
は
、

ζ

の
都
市
に
並
々
で
な
い
愛
着
を
抱

い
た
メ
ル
パ
ロ
ッ
サ
帝
D
好
意
の
あ
ら
め
れ
で
あ
っ
た
。

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
ず
で
に
1
1

ハ
イ

y
p
M
V
ヒ
四
扶
時
代
広
一
一

O
四
年
の
都
市
一
法
を
も
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
新
都
ー
市
法
D
前
文
に
な
い

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
け
る
者
園
都
市
り
成
立

一－ー”・h=. 



ア
ウ
グ
ス
ア
ル
グ
に
お
け
る
帝
鴎
都
帯
。
成
窓

蹄

て
、
新
都
市
法
が
欝
都
市
法
の
檎
訂
で
あ
る
お
記
し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
し
か
し
欝
都
市
法
が
組
問
約
に
す
ぎ
て
絡
部
の
黙
が
不
明
で

あ
り
、
市
政
の
内
容
は
新
都
市
訟
に
よ
っ
て
初
め
て
審
ら
か
に
し
う
る
が
故
紅
、
研
究
者
は
し
ば
し
ば
一
一
六
七
年
都
市
法
主
第
一
都
市
訟
と
名

づ
け
る
G

新
都
市
法
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
詞
数
都
市
た
る
内
容
を
示
し
℃
い
る
。

駐日間

さ
て
新
都
市
法
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
争
司
教
支
配
下
。
公
職
と
し
て
ニ
つ
が
明
記
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
〉
与
さ

S
言
g
J
1
0
弘

ハ
代
官
V

と
M
W
号
同
時
え
ハ
プ
ル
グ
伯
）
で
あ
る
。

フ
ォ
グ
ト
は
本
来
王
穣
の
執
行
者
で
あ
り
‘
一
一

O
四
年
の
奮
都
市
法
に
沿
い
て
さ
え
、
苛
敬
広
艶
抗
的
榛
力
た
る
跡
を
の
と
し
て
い
た
。

ハ
フ
ォ
グ
ト
は
可
敢
に
招
請
さ
れ
ざ
る
か
ぎ
争
、
年
一
一
一
回
の
，
開
廷
日
を
除
い
て
ー
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
入
る
ぺ
か
ち
ゃ
f

、
と
す
る
規
定
〉
0
こ
の

職
は
、
明
白
に
部
川
畿
支
甑
下
に
あ
る
と
規
定
せ
ら
れ
、
謁
較
は
職
務
機
怠
の
溜
出
で
解
住
、
ま
た
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ォ
グ
ト
職
は

数
曾
か
ら
世
絡
を
受
け
、

シ
ュ
ず
ア
ベ
ッ
ク

ωの
げ
宅
mwuo呉
の
城
守
ハ
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
附
近
の
貴
族
〉
に
よ
っ

τ世
襲
的
に
占
め
ら
れ
る
。

ツ
ォ
グ
ト
の
職
務
は
司
教
の
数
料
棒
の
代
行
者
で
あ
り
、
謹
苅
割
引
の
犯
罪
を
主
宰
す
る
だ
け
で
め
っ
て
、
裁
判
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
専
問
技

能
者
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
。
法
廷
の
開
催
は
年
一
一
一
回
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
フ
ォ
グ
ト
は
旗
宿
、
パ
一
y
屋
、
肉
屋
か
ら
の
現
物
貢
租
を
受
げ
る

の
み
な
ち
宇
、
裁
判
所
得
。
一
一
一
分
の
一
を
牧
約
す
る
Q

フ
ォ
グ
ト
の
判
決
は
市
民
聞
の
慣
行
再

g口。
2
5

日

5誌
の
向
mw

に
縫
う
こ
と
が
婆
詩
せ

ら
れ
る
む
プ
ル
グ
グ
ラ
1
ブ
の
職
務
は
城
壁
の
管
理
、
補
修
、
及
び
商
業
、
予
工
業
に
封
ず
る
保
護
、
藍
替
等
の
康
い
意
味
の
替
銭
的
任
務
が

含
ま
れ
る
。
ま
た
毎
日
法
廷
を
関
い
℃
、
民
事
と
軽
刑
罰
則
を
裁
判
す
る
。
本
来
の
市
政
の
賞
際
は
プ
ル
グ
グ
ラ
1
ブ
の
管
轄
下
に
あ
る
。

つ
ぎ
忙
、
問
中
く
一
一
吋
較
の
行
使
し
に
と
推
定
せ
ら
れ
る
議
幣
憾
に
つ
い
て
で
お
る
が
、
後
述
す
る
一
二
七
六
年
の
新
々
都
市
法
に
お
る
さ
と
き

特
定
の
獄
占
家
族
関
鱒
が
碍
在
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
寸
イ
ヤ
ー
が
諮
幣
の
業
務
総
行
に
つ
い
て
は
、
可
成
り
の
入
数
を
必
要
と
し
、

鏡
貨
は
定
額
。
上
純
金
の
荻
野
給
付
の
下
拡
特
定
の
家
族
題
瞳
広
一
安
托
せ
ら
れ
る
と
と
が
、
通
常
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
肯
定
し
て
い

る
O
に
従
う
べ
き
で
あ
る
う
。
一
照
替
業
務
も
一
の
主
穫
で
、
議
詣
家
が
と
れ
を
執
行
し
た
で
わ
る
う
。
関
挽
業
務
に
つ
い
て
は
、
営
然
需
教
の



．
得
分
権
が
想
像
せ
ら
守
れ
る
が
、
関
税
職
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
規
定
が
な
い
。
さ
ら
に
司
教
は
、
他
。
二
つ
の
園
主
主
樺
た
る
都
市
平
和
と
符

道
保
護
を
ブ
ォ
グ
ト
を
滋
じ
て
執
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ル
グ
グ
ラ
1
ブ
の
職
務
が
替
市
内
に
限
局
さ
れ
る
に
濁
し
て
、
ブ
ォ
グ
ト
の
職
鵠

は
そ
れ
を
越
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
都
市
住
民
に
つ
い
て
、
新
都
市
法
に
拾
い
て
は
、
都
市
住
民
は
つ
ぎ
の
一
一
一
種
類
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
は

g山氏
aoユ
低

2
、
第
二

が

与

E
口
町
会
守
山

S仲

2
8
5
、
第
一
一
一
が
の

gωgH2
で
あ
る
。
聖
職
者
と
毅
曾
隷
島
民
は
と
の
三
積
の
い
や

d

れ
に
も
含
ま
れ
示
、
そ
の
外

に
あ
る
。
彼
等
は
明
ら
か
に
都
市
鶴
障
と
法
律
関
係
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
一
一
穂
類
中
の
最
高
の
位
援
を
占
め
る
ミ
一
二
八
日
ア

9
ア

νス

は
、
本
来
市
民
概
念
の
ヲ
グ
の
外
に
あ
る
貴
族
居
で
あ
る
が
、
と
O
頃
に
は
市
民
の
間
に
溶
け
と
ん
で
、
市
民
D
概
念
に
匂
提
店
れ
る
存
在
と

な
の
、
市
民
中
の
最
高
の
、
最
も
傘
敬
さ
れ
る
等
按
を
な
し
℃
い
る
。
根
等
は
司
教
脚
縦
、
ブ
オ
グ
ト
、
プ
ル
グ
グ
ラ
l
ブ
舵
下
の
諸
織
を
帯

び
、
都
市
防
衛
の
軍
事
的
任
務
も
彼
等
の
掌
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二

D
H
M円

g丘
、
こ
れ
こ
そ
市
民
O
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ウ
ル
パ

一
一
一
は
都
市
領
主
と
し
て
の
司
教
に
賃
子
負
婚
を
負
う
が
、
も
ち
ろ
ん
身
分
的
に
は
自
由
で
あ
る
Q

調
教
は
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
か
ら
舞
子
と

し
て
年
獄
四
グ
レ

y
ト
を
収
納
す
る
。
と
の
賃
子
は
他
都
市
に
な
い
て
富
山
。
g
o
E
ω
N
凶
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
同
性
質
の
も
の
で
、
そ
の
起
原

は
諮
ら
く
都
市
が
ブ
ラ
Y
ク
時
代
。
の
お
訟
の
吋
扇
町
内
ハ
俄
領
〉
で
あ
っ
た
時
代
に
遡
り
、
闘
志
か
ら
司
教
へ
の
グ
ラ

1
ブ
シ
ァ
フ
ト
養
護
と
共

に
、
笥
教
の
主
権
内
容
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
Q

と
の
負
擦
は
都
市
内
に
居
住
す
る
す
べ
て
の
も
の
、
金
躍
に
つ
な
が
る
義
務
と
し
℃
負
う

ぺ
く
、
前
惑
の
ミ
品
式
T
9
ア
レ
大
と
い
え

E
も
、
こ
れ
を
兎
れ
る
と
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
定
期
の
賦
課
以
外
に
、
司
教
は
続
時
に
市
民
か
ら
徴
租
す
る
と
と
が
で
き
免
。
す
な
わ
ち
、
清
教
が
王
命
に
よ
担
、
主
室
に
偲
侯
ず

る
待
出
。
間
各
誌
、
帝
磁
軍
隊
に
・
加
わ
っ
て
、
ロ
ー
マ
一
位
族
問
。

5
2寄
付
に
出
裂
す
る
時
、
そ
れ
ら
の
場
合
一

O
寸
ル
ク
の
臨
時
視
を
徴
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
司
教
に
劇
科
す
る
負
携
は
、
全
市
民
洩
れ
な
く
課
せ
ら
れ
た
が
、
フ
ォ
グ
ト
と
プ
ル
グ
グ
ラ
1
フ
に
封
ず

る
貨
幣
な
ち
び
托
現
物
の
負
携
賦
擦
は
若
干
の
乎
エ
業
ハ
製
パ

y
業
者
、
生
肉
業
者
、
腸
詰
製
遺
業
者
〉
拡
封
ず
る
に
と

εま
っ
た
。
と
の
負

ア
汐
グ
ス
プ
ル
グ
に
和
砂
る
帝
国
都
市
四
成
立

一五



ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
闘
都
市
白
成
立

官一六

擦
の
性
質
は
、
保
護
関
係
の
承
認
料
河
内
山
田
円
。
同
昆
昨
日
。
話
回
O
V
訪
問
肖
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
額
は
僅
少
で
あ
っ
た
。

第一一一

O
S
S
E
－g
は
教
曾
O
被
保
護
民
で
あ
っ
て
、
司
教
は
彼
等
に
謝
し
て
保
護
者
含
同

o
g
a
と
呼
ば
れ
る
。
較
曾
領
地
に
居
住
す

る
手
工
業
者
と
農
民
を
含
ん
で
い
る
G

彼
等
の
賃
子
支
鵠
D
義
務
は
す
こ
ぶ
る
厳
格
で
あ
っ
て
、
ぞ
れ
を
怠
る
時
は
、
彼
等
の
所
有
物
一
切
は

司
較
の
強
制
樺
の
下
に
置
か
れ
る
。
定
額
。
賃
子
支
錦
を
履
行
す
る
以
外
の
負
強
は
負
わ
な
い
、
し
か
し
苅
古
税

Hwg件
げ
さ
立
な
E
の
黙
に
隷

麗
民
と
し
℃
の
跡
を
の
と
し
て
い
る
。

註
1 

ロ
ー
マ
の
軍
管
都
市
＆
し
て
の
創
建
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ウ
ス
時
代
の
組

覚
後
一
四
年
で
あ
る

o
乙
四
地
は

Fonv
河
の
左
岸
に
臨
み
、
西

北
色
め
守
っ
て
当
2
g
n
v
が

F
R
V
河
に
注
F
、
。
東
密
南
側
＆
も

に
傾
斜
地
で
高
台
を
な
す
o
し
た
が
ヴ
て
草
事
的
要
害
を
な
し
て
い

る
o
後
越
す
る
主
う
に
十
世
組
四
ハ
ジ
ガ

9
ア
人
侵
窟
を
禦
ぎ
え
た

の
は
、
一
づ
に
は
そ
白
す
「
れ
た
地
理
的
位
置
に
主
る
。
ロ
ー
マ
草
皆

都
市
創
建
前
に
、
ケ
ル
ト
の
集
落
が
あ
づ
た
か
否
か
、
す
な
わ
ち

∞神宮
σ
oロ
が

の

oom吋
mUMM山

g
H
4・
0
・
に
ケ
ル
ト
の
楽
落
祉
と
越

ぺ
る
巴

mgsz
を
こ
の
地
に
比
定
す
る
か
杏
か
は
問
題
で
あ
る
が

乙
の
地
以
北
、
ド
ナ
ウ
河
に
宝
る
ま
で
に
、
と
の
地
ほ
古
の
要
害
は

な
い
か
ら

ua凶器
E
主
ζ

の
地
に
比
定
す
る
他
な
い
で
あ
ら
う
。

な
お
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
が
中
世
に
お
け
る
交
諮
り
要
衝
で
あ
る
と
＆

は
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
よ
H
l
マ
時
代
に
お
い
て
も
罷
方
の
初
日
日
目
。

P

国
民

g
E
o
p、
習
の
a
g
m
H
H
Zロ
へ
の
軍
用
道
路
が
諮
じ
る
交
遮
白

要
衝
で
あ
づ
た
。

U
S凶
山
内
向
匂
凹

S
M
に
保
容
せ
ら
れ
る
十
一
一
世
紀
白
出
向

R
F
a
ω
w
m
g
g
m

に
よ
る
＆
羽
仲
・
〉
骨
削
酬
を

N
。
E
g
g
c名
の
下
に
初
代
司
教
＆

2 

3 

．
 

し
て
い
る
G

敬
皐
の
円
高
。
江
戸
m

の
書
簡
に
工
る
と
、
者
向
。
件
。
弓
司

敬
は
宮
包
回
一
回
大
司
教
に
所
麗
し
て
い
る

o
n
v－
冨

aAW吋
い
の

gnt

r
r
F伸
。
品
。
片
的
仲
問
。
同
〉
ロ
肉
mVHHH崎、

HO（

V
4

・
ω・
0
・

kpロロ
mzoω
何日出向
Mmw一円品目、同・，
H4。・

印
仲
・
〉
可

mw
翠
蛍
は
の
ち

ωザ
ロ
円
誌
の
v
b
L

組
愈
ず
る
意
味
b
L

加
え
て
、

印時

γ
〉

p
m
g－
CHH目
。
何
回
合
堂
左
な
る

o
蕎
市
内
の
南
境

O
V
R

目
白
広
か
ら
甫
一
キ
ロ
余
の
位
置
に
あ
る
O
K
M
・

MV出
RMHo
－n
U包

〉
ロ
450MM由
g
a
2
a
o
a同
motoロ

ω忠
弘
Z
E
a
2
N
O四
件
宏
司

自
民

Z
E
H
S内回目。
FO口
問
。
円
。
PHmgodqo同
ロ
ロ
問
wHCH。
・
ロ
同
m
w
E
g
－

参
照

1

、

当

S

2
・
dR凶
mghu聞
は
ウ
ル

9
ッ
ヒ
と
親
交
の
あ
っ
た
己
ogMME

V
巧
2
5丙
U
C
O
Z
E島
宮
内
同
R
m
g烏

k
p
c
m
m
E晶、
H
o
g・切－

N

∞・
白
・
冨
OWO吋U
伊・

m－

c・
m－
c
i
g－

P
冨

owoHU
釦・

m
r
c・
m・
己
－

kpロロ
mHOω
何回同
HMMm吋
品
目
司
？
で
ロ
・

4 5 6 7 8 



丹

ν＃
H
P
ア
軍
は
十
寓
と
い
わ
れ
る
ハ
恐

b
《
誇
聾
さ
れ
た
数
V

大

草
を
以
内

J

て
パ
イ
昆
ル
U
4
h
z

諦
温
じ
て
U
V

品
グ
ァ
I

A

U

J

に
入
m
v
、
ー

一
H
A
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
玄
関
ん
芦
が
、
間
も
な
く
韓
議
し
て
シ
ュ
グ

ァ
ル
ヅ
グ
ア
ル
ド
に
向
っ
た
。
ハ
シ
ガ

9
ア
寧
は
爵
緯
再
び
ア
ウ

F

メ
プ
ル
グ
攻
略
陪
向
い
、
甫
側
k
m
p
攻
撃
を
仕
か

η
、
づ
い
で
東
側

。
レ
ッ
ヒ
河
方
面
か
ら
謹
ら
ん
と
し
た
が
1

目
的
主
果
さ
な
か
づ

た
o
観
な
《
オ
ッ
ト
l
一
棋
の
援
軍
到
着
し
、
ハ
シ
ガ
ヲ
ア
認
と
鞍

づ
た
り
が
有
名
一
な

ν
ッ
ヒ
フ
品
ル

F
O
曾
載
で
あ
る

o
vッ
ヒ
フ
ェ

ル
F
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
南
方
の
地
主
比
定
す
る
り
が
掴
訟
で
あ
る

が
、
し
か
し
と
れ
に
は
異
設
が
執
夢
、

ωの
げ
邸
内
需
は
ア
ウ
グ
ス
ー
プ

ル
グ
北
西
の

ω。MM自
白
神
宮
ぎ
mwnHM

階
、
廷
の
丘
陵
地
、
口
町
民
誌
は
ア
－
V

グ
ス
プ
ル
グ
西
方
ω

N
話
器
開
ωMMMWMMFロ
に
比
定
す
る
。

出・

0
0
t
v
母白骨

H
e

出
吉
弘
ぴ
ロ
n
M
H
a
o円
品
。
ロ
仲
ω
O
V
3
0
2
0冨
吾
首
、

H
－

m－
M
W
8
i
p
 

十
一
怯
組
中
棄
の
史
料
た
る
〉
広
〉
念
日
常
訟
の
つ
路
氏
」
に

主
る
之
、
賞
時
留
－

g
a
o
F
F
〉
符
mw

事
堂
を
合
む
城
壁
が
建
設

さ
れ
た
之
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
事
買
で
な
い
で
あ
ら
う
。
ウ
ル

9
ツ

ヒ
事
堂
の
南
部
開

gH
に
裁
壁
面
脊
濯
を
確
認
し
ラ
る
の
は
十
詰
世

結
で
る
イ
＠

o
p
苛
0
2
M
H
のぜい

m－
mw
・

c・
ω・
目
。
ぴ
i
H
0
4・

MV290吋
家
広
次
「
も
の
乏
し
て
、
丹
イ

ν
ヲ
ッ
ヒ
四
世
時
代
の

9 01 11 

匁1

制
捜
韓
と
さ
れ
る
河
島
安
問
。
P
E
E
P
F
m
o
v書
官
民
2
0諸
訳
、

パ
ル
パ
ロ
ア
サ
帝
時
代
の
出
品
川
崎
d
q
誌
f

d司
色
ω
M
M
1
0
借
家
が
あ
る
O

F
・
司

a
n
o
n
m－
MW
・
O
・
ω・
2
・

オ
ヅ
ト
1
0
特
許
批
記
づ
い
て
は
、
宮
下
学
官
民
「
オ
ッ
ト
ー
の
特

許
般
に
づ
い
て
」
菌
、
民
経
済
雑
誌
、
第
五
十
巻
俸
六
強
、
が
あ
る

ο

P
認
尋
常

n
p
m－
0
・
ω－

z・

一
五
九
五
年
内
y
a

ル
ザ
1
怒
が
謡

g
d晶
弘
誌
の
山
色
刊
行
し
た
時
‘

ぜす

と
の
有
名
な
口
碑
を
註
記
し
た
o
し
か
し
十
世
組
に
整
備
さ
れ
た
が

シ
フ
ト
の
脊
哀
を
考
え
る
と
る
は
不
可
能
で
あ
る
0

・

oe
冨
o
u
B吋日、

俗・削
W

・O
－
ω・］
F
f
k
rロ
詰
・
同
参
摺

。
・
詔
O
M可。弓
H
P－

mw
－。－

m－

z・

そ
の
際
問
g
n
o
は
欝
踊
革
関
係
の
智
英
＆
数
皐
に
訴
え
て
、
そ
mw

破
門
を
菟
れ
て
い
る
む

。
・
認
亀
2
M
M
V
m
p，。・

ω－
R

と
の
際
欝
市
内
の
域
援
b
L
徹
底
的
に
穣
壊
さ
る
o
ア
ウ
グ
ス
プ
ル

F

に
＆
つ
て
は
、
欝
ハ
ジ
ガ
n
y
ア
鞍
嘗
時
に
ま
さ
る
大
侵
，
害
で
あ
れ

J

た
。

お
下
の
叡
惑
は
多
《

0
・
民

0
3
n
削w
－mW
・
O
・
伊
山
W
H
R
F・
4
q
a
s

ロ
o
n
m－総－
O
‘
ω・
αa・4

時－
K
主
る
。

41 31 61 51 81 71 91 

ハ
p
q
y
F
Y
U
二
世
の
一
保
護
主
始
め
と
し
‘
オ
ッ

F
1
誇
帝
の
特
許
紋
民
よ
っ
て
成
立
し
た
司
教
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
O
内
容
は
、
前
議

。
一
一
五
六
年
の
都
市
法
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
‘
新
都
市
D
成
立
直
後
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
は
著
し
い
政
治
的
繋
化
が
起
っ
た
。
す
な
む

ア
汐
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
閤
一
都
市
の
成
立

、
一
ニ
セ



ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
げ
る
帝
醤
都
市
の
成
立

l¥. 

ち
一
一
六
七
年
、
ァ
ゥ
グ
ス
プ
ル
グ
の
フ
ォ
グ
ト
職
を
世
襲
的
に
保
持
し
た
∞
岳
毛
ωぴ
O
岳
家
の
〉
円
S
K
S
が
後
嗣
者
な
く
し
て
夜
し
、
た

時
、
皇
帝
フ
リ

1
F
9
ッ
ヒ
・
パ
ル
パ
ロ
ッ
サ
が
同
家
の
他
の
諾
権
利
を
併
せ

τ、
そ
れ
を
波
牧
し
た
。
し
か
も
こ
の
議
置
ぽ
、
年
代
記
者

段
l

田
口
内
各
需
品

S
H
M
C
3℃
号
肉
の
一
惇
え
る
と
、
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
司
教
の
同
意
を
得
た
の
ち
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
後
に
設
（
と
＼

し
て
、
長
帝
が
と
’
の
際
シ
ュ
ヴ
ア
ベ
ッ
ク
家
か
ら
牧
得
し
た
ア
ォ
グ
ト
職
な
る
も
の
は
、
オ
ッ
ト
1
諸
帝
特
許
献
に
よ
っ
て
司
教
側
に
生
じ
た
、

教
曾
領
以
外
に
お
す
る
、
す
な
わ
ち
都
市
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
艶
ず
る
、
い
わ
ば
都
市
ア
品
ユ
グ
ト
職
な
の
で
あ
る
。
一
一
五
六
年
の
都
市
法
に

述
べ
ら
れ
る
司
教
支
配
の
ブ
ォ
グ
ト
職
は
、
間
較
が
倖
統
的
に
保
持
し
探
っ
た
致
合
領
に
封
ず
る
較
曾
フ
ォ
グ
ト
と
を
併
せ
て
、

一
元
化
し
て

い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の
鹿
震
は
、
こ
れ
を
分
離
し
て
、
そ
の
一
を
挟
復
し
た
わ
げ
で
あ
る
。
皇
帝
パ
ル
パ
ロ
ッ
サ
は
こ
の
職
を
、
そ
の

子
シ
ュ
グ
ァ
l
eへ
y
公
フ
習
l
F
F
ッ
ヒ
〈
シ
ュ
タ
ワ
フ
ェ
y
家

ο
本
領
が
シ
ュ
グ
ァ
l
べ
y
で
あ
る
こ
と
に
注
目
）

K
F
o
r
m誌
と
し
て
奥

え
た
が
、
シ
ュ
ず
ァ

t
べ
y
公
は
シ
ュ
グ
ァ
ベ
ッ
グ
家
D
ご
と
き
世
襲
的
な
ら
ざ
る
都
市
フ
ォ
グ
ト
を
任
じ
て
、
そ
の
職
を
支
恕
下
に
置
い
た
。

都
市
フ
バ
グ
ト
が
帝
樺
に
匂
合
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
著
し
い
都
市
行
政
に
関
す
る
獲
化
は
、
フ
ォ
グ
ト
職
が
司
教
の
下
に
一
一
元
化

さ
れ
て
い
た
時
代
の
プ
ル
グ
グ
ラ
l
フ
の
諸
穣
限
も
、
総
少
さ
れ
ざ
る
を
得
・
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
一
五
六
年
の
都
市

法
に
明
記
さ
れ
て
い
た
プ
ル
グ
グ
ラ
l
フ
の
職
務
、
民
事
裁
判
模
、
軽
飛
器
裁
判
擢
も
、
前
者

p
…
部
分
を
残
し
て
、
ナ
ィ
て
都
市
フ
ォ
グ
ト

に
奪
わ
れ
た
。
プ
ル
グ
グ
ラ
1
ブ
の
職
務
で
あ
る
商
業
な
ら
び
に
乎
工
業
に
関
す
る
保
護
、
監
督
も
、
都
市
フ
ォ
グ
ト
が
一
部
分
を
行
使
す
る

と
と
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
新
し
い
引
鑓
．
佑
は
、
皇
帝
パ
ル
パ
ロ
ッ
サ
の
滋
賀
に
よ
っ
て
、
一
一
孝
に
賓
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
漸
次
的
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
絡
帰
的
な
扶
態
は
、
後
述
す
る
一
二
七
六
年
の
都
市
法
に
明
記
さ
れ
る
と
と
と
な
る
が
、
し
か
し
十
一
一
一
世
犯
の
前
牟
に
は

そ
の
過
程
が
可
成
り
進
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
と
と
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
l
ベ

y
公
で
あ
り
F
イ
ツ
主
を
稀
し
た
ハ
イ

Y
F
ッ
ヒ
六
世
が
、
ず
で

悼
法
。
A

”

に
一
二
三
六
年
の
文
書
で
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
を
闘
志
都
市
号
音

g
m山
内
酬
と
よ
ん
で
い
る
と
と
で
知
ら
れ
紅
。

上
越
の
都
市
行
政
に
つ
い
て
の
皇
帝
の
権
力
挟
復
は
滑
ら
か
に
進
行
し
た
か
の
ご
と
く
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
皇
帝
自
身
。
力
陀
よ
る
も



の
で
は
な
く
、
背
景
に
成
長
途
上
の
市
民
階
級
D
巌
カ
ポ
あ
っ
た
D
で
あ
り
、
皇
帝
の
擢
力
候
復
毛
の
も
の
も
、
費
は
市
民
階
級
の
自
立
性
内

の
動
き
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
十
二
一
一
一
世
紹
O
V
ュ
7
ウ
フ

ι
y
朝
時
代
は
一
般
に
F
イ
明
都
市
O
市
民
勢
力
。
念

速
な
殻
展
の
時
代
で
あ
り
、
ァ
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
と
っ
て
も
、
南
方
の
．
4
．0
2
S去
の

F
Z
S
F
附
近
以
南
に
市
民
集
落
が
成
立
し
て
ぷ

り
、
奮
市
の
東
方
な
ら
び
に
西
方
に
も
新
た
な
ぐ
O
門

ω古
島
、
が
生
ま
れ
ん
と
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と

D
市
民
階
級
が
皐
帝
の
司
教
穣
限

の
部
分
的
剥
奪
に
、
具
韓
的
に
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
た
か
は
、
前
述
。
フ

P
1
ド

p
ッ
ヒ
・
メ
ル
パ
ロ
ッ
サ
の
場
合
に
は
明
ら
か
で
な
い

が
、
約
一
世
相
後
の
つ
ぎ
U
事
件
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
く
る
。

十
一
一
一
世
紹
後
半
に
現
わ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
苛
毅
出

q
g
gロ
g
n
ロ
昌
吉
窓
口
C
M
A

∞l
g
v
は
も
と
り
皆
同
口
問
。
ロ
円
以
『
σ号
m
伯
出
身

の
貴
族
で
、
極
わ
め
て
精
力
的
な
聖
職
者
で
あ
っ
た
が
、
ウ
ル

p
ッ
ヒ
以
来
の
数
舎
の
樫
カ
の
喪
わ
れ
た
と
と
を
慨
嘆
し
、
あ
た
か
も

y
yタ

ウ
ヲ
品

Y
帝
家
が
浪
落
し
、
大
答
位
時
代
の
混
乱
時
代
で
あ
っ
た
機
曾
を
つ
か
み
、
帝
榛
名
儀
の
諸
繕
利
を
恢
復
し
た
。
司
教
へ
ル
マ
J
Y
の
慮

置
を
市
民
は
看
過
し
な
い
。
ヘ
ル
マ

Y

の
就
任
産
後
、
す
で
に
市
民
が
蜂
起
し
て
、
本
寺
附
属
の
諸
建
築
を
炎
上
せ
し
め
、
以
後
司
教
劉
帝
民

の
闘
争
は
つ
づ
き
、
つ
い
に
は
同
日
U
5
0
H
g
a
o
O野
載
に
ま
で
稜
展
し
た
。
と
の
野
戦
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
徴
ず
べ
き
史
料
は
欠
け
て

い
る
が
、
市
民
が
勝
利
者
で
あ
づ
た
ろ
う
こ
と
は
、
司
較
の
譲
歩
を
意
味
す
る
講
和
総
体
件
が
成
立
し
℃
い
る
と
主
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
講
和
僚

件
乙
ー
モ
、
市
民
に
と
っ
て
最
初
の
解
放
依
と
も
い
う
べ
く
、
市
民
の
各
極
の
負
携
を
除
い
た
だ
け
で
な
く
、
軍
要
注
自
由
と
権
利
を
市
民
に
奥

え
て
い
る
D
で
あ
る
。
同
僚
約
の
混
黙
を
な
－
す
の
は
、
す
べ
て
の
都
市
城
門
の
管
理
を
市
民
巴
委
譲
す
る
と
い
う
規
定
ハ
税
樺
の
移
管
を
意
味

時叶～－

s

す
る
V

で
あ
り
、
そ
の
他
市
民
の
賃
子
負
擦
の
軽
減
で
あ
っ
丸
。

し
か
し
司
教
£
市
民
の
間
の
争
は
、
と
の
僚
約
で
は
総
局
的
に
解
決
せ
歩
、
雨
者
間
の
第
一
一
保
約
成
立
後
三
年
す
な
わ
ち
一
二
五
四
年
応
、

再
び
受
協
的
な
新
保
約
ハ
第
二
〉
が
成
立
し
て
い
る
。
第
二
傑
約
は
こ
れ
ま
で
市
民
民
委
譲
さ
れ
た
誇
自
由
と
擢
利
を
確
認
ず
る
と
共
に
、
す

で
に
司
教
広
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
治
費
税
徴
集
樺
が
妨
害
さ
れ
ず
る
と
と
を
確
認
す
る
も
D
で
あ
っ
て
、

t

之
れ
ら
の
規
定
は
第
〕
傑
約
と
併
せ

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
更
に
尉
げ
る
帝
隠
都
市
匂
成
立

九



ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
貯
る
帝
国
都
市
の
成
立

因。

も
で
市
民
鰐
級
が
す
で
に
鍛
税
の
主
題
た
る
位
置
乞
法
的
に
承
認
せ
ち
れ
た
こ
と
を
示
す
。
と
と
ら
で
市
民
側
の
か
か
る
穣
利
取
得
を
一
部
す
戸
惑

の
現
裁
は
、
多
か
れ
少
か
れ
市
民
側
一
む
強
請
に
よ
る
‘
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
し
ば
し
ば
金
銭
支
搬
の
反
艶
給
付
を
伴
っ
た
。
た
と

え
ば
第
二
僚
約
成
立
前
年
の
一
二
五
三
年
司
教
ハ
ル
ト
マ

y
は
、
市
民
間
。
山
口
片
山
門
u
y
g
H
5口
同

2
2
に
一
五

O
ポ
Y

F
の
代
償
で
、
司
毅
水
車

使
用
擦
を
譲
渡
し
、
ま
た
同
人
広
奮
市
の
西
方
城
門
に
あ
た
る
巧
号
富
岳
写
位
の

r
o
o関
税
牧
益
を
二
七

O
ポ
V
J

ド
で
譲
渡
し
て
い
る
し
、
一

二
六
一
一
一
年
に
は
前
記
シ
詩

Y
ガ
ウ
£
ル
の
諸
子
に
五

O
ポ
Y

F
で
プ
ル
グ
グ
ラ
1
フ
職
を
封
輿
し
、
さ
ら
に
一
ニ
七
一
一
一
年
に
は
一
一
一
十
年
間
の
趨

H
H
宛一
w

幣
穣
賃
貸
の
取
決
め
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
都
市
の
性
格
を
決
定
す
る
重
大
要
素
で
お
る
フ
ヂ
グ
ト
職
蹄
麗
の
問
題
は
E
う
で
あ
っ
た
か
σ
さ
き
に
フ
リ
ー
ド
ザ
ッ
ヒ
・
バ
ル

パ
ロ
時
ノ
サ
帝
の
時
代
に
、
シ
ュ
グ
ウ
フ
ェ

y
家
の
シ
ュ
グ
ァ

1
ベ
ン
公
O
手
に
フ
ォ
グ
ト
職
管
理
擦
が
司
教
か
ら
移
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

は
一
二
六
四
年
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
赴
き
、
市
民
と
司
教
の
争
に
は
市

が
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ

y
出
家
最
後
の
シ
ュ
ず
ァ
1
ベ

y
公

民
側
に
立
つ
ぺ
き
こ
と
を
説
内
約
し
て
、
フ
ォ
グ
ト
職
に
封
ず
る
同
公
の
擢
利
を
改
め
て
市
民
に
法
認
せ
し
め
た
。
し
か
し
そ
の
承
認
に
は
、
フ
会

グ
ト
職
は
コ

Y
ラ
デ
ィ

y
公
一
及
び
そ
O
後
蹄
者
位
、
シ
三
ワ
？
l
べ
y
公
と
し
て
む
位
置
に
よ
っ
て
で
な
く
、
個
人
と
し
て
奥
え
ら
る
べ
く
、

何
人
に
濁
し
て
も
寅
却
も
し
く
は
抵
営
と
さ
る
べ
か
ら
歩
、
ま
た
フ
ォ
グ
ト
職
の
賓
際
の
執
行
は
、
公
、
司
殺
の
ミ
一
一
ス
テ

9
ア
ル
も
し
く
は

同
O
H
M
S
仏山口

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
市
民
に
よ
っ
℃
な
さ
る
ペ
し
、
と
い
う
傑
件
が
附
属
し
て
い
た
。
し
か
る
に
コ

Y
ラ
ヂ
ィ
y
公
は
、
さ
き
の

で
A

一
二
六
八
年
伯
父
パ
イ
品
ル

y
公
ル
ド
グ
イ
ッ
ヒ
峻
殿
内
凶

2
廷内

g向
。
に
五

0
0
ポ
ン
ド
で
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
フ
ォ
グ
ト
職
管
理
擦

を
シ
ュ
グ
ア
ベ
ッ
ク
被
管
理
構
と
併
せ
て
入
賞
し
た
。
の
み
な
ら
歩
、
ル
ド
グ
千
ッ
ヒ
唆
巌
公
は
、
コ

Y
ラ
ヂ
ィ

y
公
の
夜
後
シ
ュ
タ
ウ
フ
品

解
に
反
し

y
家
が
胤
蹴
給
し
た
り
で
、
右
の
樺
利
を
世
襲
的
な
も
の
と
ぜ
ん
と
し
た
。
と
れ
に
癒
し
て
、
市
民
は
可
較
の
協
力
主
得
て
反
織
し
、
叛
刷
胤
匙
起

し
た
。
と
の
帆
紛
争
は

出向
W550Hσ
急
∞
岳
5
5宮内

の
野
戦
に
護
展
し
た
が
、
結
局
一
一
一
七

O
年
の
協
調
が
成
立
し
、
、
バ
イ
エ
ル
ン
公
が

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
花
関
す
る
す
べ
て
の
権
利
を
断
念
す
る
と
い
う
結
束
に
還
し
た
。
パ
イ
ェ
ル

y
公
が
支
配
を
投
棄
す
る
と
い
う
こ
と
は

j
皇



帝
の
穣
利
を
快
復
す
る
と
と
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
う
。
犬
窓
位
時
代
絵
了
後
の
ハ
プ
ス
プ
ル
グ
家
の
ル
ド
ル
フ
帝
の
時
代
に
成
立
し
ピ
後
ー

述
。
一
二
七
六
年
の
都
市
法
で
は
、
都
市
フ
ォ
グ
ト
職
は
皇
帝
支
配
下
に
あ
る
と
と
が
明
記
さ
れ
、

品。一

ω
閃
ロ
乱
開

g
〈

c
R
と
呼
．
は
れ
で
い

~ 
0 

つ
ぎ
に
市
民
代
表
機
関
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
司
教
ハ
ル
ト
マ
ン
と
市
民
の
聞
の
上
越
の
帆
留
守
の
際
、
可
較
が
譲
渡
し
た
諸
権
利
を
受
入
れ

る
機
関
と
し
て
、
あ
る
得
の
市
民
代
表
の
機
関
が
存
在
し
た
る
う
こ
と
は
、
充
分
推
定
せ
ら
れ
る
と
と
ら
で
あ
る
が
、
事
賓
紛
争
の
さ
な
か
の

一
二
五
七
年

ρ
文
書
に
、
市
民
の
代
表
と
し
て
の
意
味
で

8
5巳
g
ハ
問
主
市
参
事
曾
員
）
の
名
が
あ
ら
わ
れ
て
治
歩
、
つ
づ
い

τ一一
一
六

六
年
に

bog己
g
の
首
長
と
し
て
の
日
ω岡
山
埠
号
。
守
山
口

5

0
名
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
Q

文
書
の
示
す
と
と
る
で
は
、

g
ロ
EHgθ
役
割
は

公
的
法
面
、
で
は
、
プ
ォ
グ
ト
語
よ
ぴ
プ
ル
グ
グ
ラ
1
フ
の
法
廷
に
陪
席
し
て
、
判
決
に
参
興
す
る
と
あ
る
。
そ
の
構
成
員
は
一
一
一
七
六
年
。

酔
阻
’

都
市
法
に
「
寧
貢
な
る
も
の
」
と
あ
ち
、
且
つ
の

o
g巳
g
の
メ
y
パ
ー
に
欠
員
が
生
じ
た
る
持
は
、
退
職
者
。
濯
揮
に
よ
っ
て
補
充
さ
依
る

と
さ
れ
て
な
hv
、
と
の
初
期
的
な
市
参
事
曾
明
、
一
群
の
貴
族
腎
に
よ
っ
て
濁
占
せ
ら
れ
、
そ
の
濁
占
的
性
格
を
持
続
す
る
た
め
の
配
躍
が
な

さ
れ
て
！
い
た
こ
と
が
知
ち
れ
る
し
、
さ
ら
に
貴
校
居
の
少
か
ら
ざ
る
部
分
が
、
都
市
周
還
の
農
村
貴
族
の
移
住
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
参
事
曾

員
の
姓
名
、
が
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
附
近
の
地
名
を
と
る
も
の
が
多
か
っ
た
！

i
た
と
え
ば
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
市
民
名
と
し
て
∞
岳

S
窓口

F

骨
院

7

3
3
ι
3
m
g
S言。
y
E
F
J
1
0日
付
若
宮
崎
’
あ
る
！
ー
と
と
で
知
ら
れ
る
。

以
上
ー
し
ば
し
ば
ふ
れ
た
一
二
七
六
，
年
の
都
市
法
は
知
何
な
る
も
の
か
。
そ
の
成
立
の
由
来
は
、
周
年
図
王
ル

V
ル
フ
・
フ
ォ

y
・
ハ
プ
ス

デ
ル
グ
が
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
沈
滞
在
中
、
市
の
貴
放
た
ち
l
！
参
事
曾
員
を
指
す
も
の
で
あ
る
う

1
1が
市
民
の
取
得
し
た
諸
構
限
を
一
の
規

定
書
に
ま
と
め
て
整
理
せ
ん
こ
と
を
求
め
た
の
に
封
し
て
、
ル

F
ル
フ
玉
が
こ
れ
に
鰭
じ
て
、
規
定
書
回

5
3
（
と
簡
約
し
て
よ
ば
れ
る
）
を

輿
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ル
F
ル
フ
玉
の
立
法
で
は
な
く
、
編
さ
ん
番
で
あ
る
。
乙
の
都
市
法
の
特
色
、
は
、
従
来
の
都
市
法
、

一一

O
四
年
の
も
の
に
し

τも
、
一
一
五
六
年
。
も
の
に
し
て
も
、
朝
令
書
の
鰻
裁
を
い
で
な
い
簡
略
な
も
り
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
．
法
制

ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
紳
り
る
帝
閣
都
市
白
成
立

四



ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
間
都
市
心
成
立

四一一

i 

持泊。。

の
各
命
野
に
わ
た
る
号
規
定
を
網
羅
し
た
、
き
わ
め
て
整
備
し
た
も
の
で
お
っ
た
と
と
で
あ
る
。

H
自

a

，

‘
都
市
書
院
よ
る
が
』
、
公
繕
は
関
車
、
鵠
敬
の
ニ
系
統
に
わ
か
れ
）
市
民
間
樹
躍
が
補
助
的
乃
至
監
鶴
的
な
立
場
で
参
興
ず
る
、
し
た
が
っ
て
一
ニ

酔

mm

本
の
脚
の
上
舵
立
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
都
市
フ
ォ
グ
ト
の
法
廷
が
年
三
回
聞
か
れ
、
重
犯
罪
主
取
り
扱
か
う
こ
と
は
概
述
。
一
一
五
六
年
都

市
法
と
費
り
は
な
く
、
手
工
業
並
び
に
藷
業
に
耶
到
す
る
警
察
的
行
政
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
グ
ト
と
プ
ル
グ
グ
ラ
l
フ
が
分
嬉
し
で
あ
た
る
事
情
も

既
惑
の
還
り
で
あ
る

Q

雨
者
に
よ
る
職
権
執
行
に
は
、
い
帝
y
れ
も
市
参
事
曾
買
が
階
賭
す
る
。
民
事
裁
判
、
度
量
衡
捜
査
、
食
糧
品
統
制
は
プ

ル
グ
グ
ラ
l
フ
の
職
権
で
、
そ
O
，
場
合
も
市
参
事
曾
員
が
立
ち
曾
う
Q

以
上
市
参
事
曾
員
の
校
割
は
い
歩
れ
も
補
助
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
毛

市
参
事
舎
が
漏
立
で
執
行
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
℃
い
る
も

οに
、
境
壁
管
理
構
が
あ
る
。
そ
O
砲
、
都
市
書
は
司
教
本
寺

ω宗
教
上
の
擦
利

た
る
婚
類
、
ミ
サ
謀
略
式
、
徴
利
取
締
に
つ
い
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
鎌
貨
檎
の
行
使
は
、
司
教
配
下
の
治
幣
官
と
十
二
人
の
仲
間
院
議
托
せ
ら

れ
、
問
教
は
グ
9
ス
マ
ス
の
慰
問
畿
と
し
て
一
ポ

Y
F
・
プ
品
目
一
ヒ
、
貨
幣
新
鐸
一
の
場
合
に
も
間
額
を
受
け
る
。
銀
は
鋳
貨
に
の
み
使
用
さ
る
ぺ

く
、
市
民
が
フ
タ
y
ス
溶
く
は
ず
品
目
ご
八
と
り
遇
掃
に
、
銀
を
使
用
せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
一
一

O
乃
至
四

O
マ
ル
グ
を
限
っ
て
、
銀
貨
と
し

て
そ
れ
を
買
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
鐸
貨
に
封
ず
る
と
同
様
、
関
税
、
秤
量
広
畑
科
し
て
も
、
司
教
の
擢
利
が
保
留
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
関
税

は
二
重
に
徴
集
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
市
場
に
治
げ
る
責
却
税
、
城
門
に
語
げ
る
移
入
税
と
し
て
で
め
る
。
と
れ
ら
の
権
利
が
抵
営
と
し
て
、
賓

質
的
に
市
民
心
手
に
移
る
傾
向
の
あ
っ
、
た
こ
と
は
先
惑
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
司
教
の
機
税
官
が
毎
年
寄
民
か
ら
ミ
ハ
昂
ル
税
を
徴
集
す
る

と
と
を
も
規
定
す
る
。

都
市
警
の
軍
要
黙
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
市
民
組
結
。
中
核
と
し
て
の
市
参
事
曾
は
芝
う
か
ご
二
王
七
年
史
料
配
初
め
て
姿
を
あ
ら

わ
し
た

g
g
a
g
は
、
そ
の
後
貴
族
に
よ
る
鶏
頭
支
配
り
組
織
を
整
え
、
都
市
行
政
の
公
機
関
に
市
民
額
鰭
の
代
授
と
し
て
多
興
し
た
と
と

は
、
都
市
醤
に
も
規
定
さ
れ
た
。
し
か
る
に
十
一
一
一
世
妃
末
に
は
そ
の
機
構
に
蝿
硬
化
が
起
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
二
九
ご
干
の
新
規
定
に
よ
る

と
、
古
い
十
二
人
制
の
参
事
曾
拭
蟻
大
し
て
i

二
十
四
人
制
参
事
曾
と
な
っ
て
い
る
Q

し
か
し
古
い
制
度
が
全
く
駿
絶
し
た
の
で
は
な
く
、
新



機
構
の
内
擦
に
、
十
二
人
衆
N
d
q
良
件
。
円
の
名
で
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
二
重
の
機
構
と
な
っ
て
い
る
が
、
病
者
は
恐
ら
く
上
部
、
下
部
の

関
係
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
蹟
大
し
た
参
事
曾
が
正
規
の
機
関
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
火
曜
日
と
木
曜
日
え
い
う
定
期
の
集
曾
自
を
も
つ
の

に
劃
し
む
、
十
二
人
乗
が
定
期
の
集
曾
日
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
推
定
で
き
る
。
し
か
し
十
二
人
衆
の
名
が
存
績
し
て
い
る
と

ζ
b、
車

な
る
奨
血
管
的
、
な
存
在
で
は
な
く
、
議
題
の
選
揮
、
議
審
等
、
何
ち
か
賓
質
的
な
役
割
を
果
し
た
の
で
は
な
い
か
。
十
二
人
乗
の
他
に
、
参
事
曾

内
に
形
成
さ
れ
た
西
人
衆
〈
宮
内
需
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
職
掌
は
比
較
的
明
ら
か
で
、
ブ
ォ
グ
ト
、
プ
ル
グ
グ
ラ
1
7
の
市
政
執
行
に
多
事

舎
を
代
表
し
て
立
曾
ぅ
。
市
参
事
曾
の
首
長
と
し
て
ニ
人
の

g
m思
旦
号
丘
乱
ロ
ヨ
が
あ
っ
た
と
と
は
前
述
し
た
が
、
一
二
九
七
年
の
規
定
限

よ
る
と
、
そ
れ
が
二
人
の
足
Z
m
q
ハ
監
理
者
）
と
い
う
名
儀
と
な
っ
て
い
て
、
市
参
事
曾
員
の
改
選
毎
巴
と
れ
も
改
選
さ
れ
る
。

タ・・
4

か
ら
プ
レ
ガ
ー
へ
の
名
儀
の
鑓
化
は
、
参
事
曾
の
議
長
と
し
て
生
ま
れ
た
マ
ギ
ス
タ

1
2密
事
曾
が
単
な
る
評
議
機
関
か
ら
漸
次
執
行
機

マ
ギ
ス

関
と
し
て
の
任
務
を
も
つ
に
至
っ
た
と
と
に
針
癒
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

以
上
の
諸
機
関
は
い
や

d

れ
も
、
限
定
さ
れ
た
貴
族
居
、
都
市
書
の
い

b
ゆ
る
「
隼
貴
な
る
も
の
」
の
寡
頭
支
配
の
機
関
で
あ
る
と
と
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
そ
の
と
と
は
市
参
事
曾
出
席
が
明
般
に
メ
y
パ
ー
の
み
に
限
ら
れ
、
曾
議
が
常
に
非
公
開
で
も
た
れ
た
と
と
で
も
知
ら
れ
る
で
あ
る

う
。
と
こ
ろ
で
前
述
の
市
表
事
舎
の
外
部
応
、
そ
の
後
さ
ら
陀
今
一
つ
の
参
事
曾
が
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
大
河
川
弘
が
そ
れ
で
あ
り
、

と

れ
に
諒
し
て
、
従
前
の
二
十
西
人
参
事
曾
は
小
間
忠
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
河
島
が
ご
う
の
機
構
を
も
つ
い
わ
ゆ
る

件
。
ョ
で
小
参
事
曾
が
内
部
機
構
を
．
犬
参
事
曾
が
外
腐
機
構
を
形
成
す
る
。
大
参
事
曾
は
少
く
も
営
初
に
な
い
℃
は
市
政
執
紅
に
ふ
れ
な
い

評
議
機
関
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
貴
挨
国
鰭
の
寡
頭
支
配
の
機
構
た
る
小
参
事
曾
を
抑
制
す
る
、
野
黛
的
機
関
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
和
政
機

終
日

構
が
そ
の
・
姿
の
片
鱗
を
あ
ら
、
P
ず
の
は
十
一
一
一
世
粗
末
で
あ
る
が
、
そ
れ
済
成
長
す
る
の
は
む
し
ら
十
四
世
組
官
あ
り
、
一
一
一
一
六
八
年
の
規
定
に

明
確
に
規
定
さ
れ
る
と
と
に
在
る
。
と
の
期
に
至
っ
て
、
大
参
事
曾
ポ
ツ
Y

ブ
ト
勢
力
を
基
盤
と
す
る
機
関
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
す
る

わ
げ
で
大
河
誌
の
稜
展
は
市
政
機
繕
の
民
主
化
の
動
、
き
で
あ
る
と
と
が
知
ら
れ
る
。

ド
ァ
ゥ

F
ス
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
蹴
都
市
の
成
立

N
4
q
o山

whW550円
ゆ

3・
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宮
内
場
。
司
H
m－m－

0
・
伊
控
‘

足
。
時
mwnm－
MW・
O
・
ω－
g
・

MMO巴
向
。
宮
地
極
を
遁
ぎ
て
、
南
万
四

ω？
d
Z刊
の
げ
ロ
・
〉
時
日
事
堂

附
廷
に
ま
で
集
落
が
つ
な
が
っ
た
の
は
、
ぽ
ぽ
十
三
世
和
の
頃
ξ

思

わ
れ
る
。
子
一
一
一
紀
末
に
は
旬
。
巴

R
V
西
南
方
り
わ
α
m
E口問。吋

J

司書

ω？
ロ
ユ
一
の
何
回
ロ
－
K

戸時円
ω
翠
蛍
東
方
の

mnMM訴
訟
ぴ
。
問
。
ロ
仲
良
が
竣
工

し
て
い
る
o
蓄
市
内
西
北
方
。
ョ

2
V耳
目
向
江
附
近
句
集
落
が

成
立
し
た
の
も
同
じ
頃
ξ

思
わ
れ
、
ヨ
ωの
即
日
刊
o
p
当
o
z
a
M
Mヴ円
t

c
n
w
R
叶，

O円
の
竣
工
し
た
の
は
、
十
一
一
一
世
粗
末
か
ら
十
回
世
和
に
か

け
て
で
あ
る

o
〉
・
〕
川
口
ω
n
F
o
r
m－－
m・
o－
m－
H
4
0
i
M
d・

krM件。一叶
HHEm

－ω誌
の
和
議
。
結
果
、
諾
候
件
＆
り
決
め

b
る
。

ま
ず
の
α肉
m
U
口問。
M
1

斗
O
円
。
管
理
が
市
民
に
委
譲
さ
る
o

F
d〈
2
8
H
H
R
m
w・
0
‘
ω・
2
・

市
民
組
織
の
税
擦
は
、
十
回
世
知
に
市
政
機
関
の
一
環
と
し
て
出
現

す
る
出
向
日
出
血
m
g吋
O
管
掌
す
る
と
と
る
み
た
る
。
財
政
部
門
白

責
任
者
が
出
向
言
自
忠
弘
司
と
主
ば
れ
る
の
は
、
都
市
む
財
政
支
出
が

大
部
分
回
mwcdqaw
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
之
か
ら
来
る

o
回
虫
ヤ

目
色
E
R
の
徴
す
る
消
費
税
の
封
象
品
自
は
十
四
社
和
に
は
、
小

委
、
泊
勝
、
沼
類
の
ほ
か
き
わ
め
て
多
種
類
に
及
ん
で
い
る
o
ア
ウ

グ
ス
プ
ル
グ
市
財
政
の
詳
細
に
つ
い
て
は
の
胃
・
出
品
。
ロ
ロ
母

国
ωロ
岳
巴
け
包
ロ
良
品
O
E
R
F含

ω
g岳
山
日
富
山
門
g
v月
2
・

4
M
O
E
O－
〕
岱
話
岳
民
片
付

B
H
ω
。
ド
ロ
・

4
5
1・
向
。
ω－
h
g－
L
P
接

照
。
な
お
城
門
に
お
い
て
徴
す
る
の
は
遁
遁
碍
品
。
移
入
税
で

b
る

が
、
城
門
に
主
っ
て
、
税
寧
乞
異
に
す
る
の
は
、
マ
イ
ヤ
ー
も
い
う

ア
汐
グ
ユ
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
国
都
市
の
成
立

設
2 1 3 4 5 

ご
・
・
と
《
奇
異
で
あ
る
o

nHVP冨
q
mつ
の
g
n
F
M
O
H
M
g
w
m－

s

ω
g円

凶

EmnHH
の
前
文
に
£
向
。
ぴ
E
0
5
0ロ
ぴ
ロ
吋
m
o
H
2
0
0ロ
2
6

Z
ロ
ロ
ロ
門
HmcoHH
色
白
羽
目
件
以
mmwgロ
ロ
w仲
間
。
ぴ
ぬ
吋
主
主
診
る
。

。・

zamn口
g
s
r
v
g－
P
M
W
P

m
g
a仲ぴ
znMM
は
高
地
ド
イ
グ
語
で
記
さ
れ
、

O
H凶
包
ロ
色
町
冨
ロ
品
ω

。
r
z
p
で
ミ
ユ
シ
へ

V

O
博
物
館
に
現
存
す
る
o
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ

が
近
世
司
シ
ユ
グ
ァ

1
パ
シ
に
舗
山
一
入
さ
れ
た
時
．
ア
？
グ
ス
プ
ル

γ

丈
書
館
か
ら
ミ
ユ
シ
へ
シ
に
移
さ
れ
た
も
り
か
見
ら
れ
る
。

H
l
・
4
弓
R
D
O
F
m
w－
m・
o・
m－
昂

r
〉
ロ

B
－
F

以

下

司
R
n
o
p
露
。
判
。
円
。
叡
越
に
よ
る

o

年
三
回

0
4
0
m仲
良
ロ
闘
は
項
削
品
切
ロ
吋
抵
ω
（
四
月
三
十
日
〉
富
山
02

MMmw巴
首
ハ
九
店
二
十
九
日
〉
戸
聞
の
宮
5
2
g
（
－
一
月
一
一
日
〉
の
各
祭
日

後
四
日
曜
日
以
後
一
一
一
日
間
、
第
一
日
間
教
宮
廷
、
第
二
．
三
日
は

河川品目
MmwHM＠
に
お
い
て

4
0加
仲
品
目
白
ぬ
が
開
催
さ
れ
る
と
と
は
注
詞
に

痩
ず
る

o

市
参
事
曾
四
一
一
草
機
構

ω
一
般
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ド
イ

ツ

中

世

都

市

の

貴

族

国

体

」

史

淵

第

五

十

競

多

照

。

＼

二
一
九
一
年
に
参
事
曾
O
各
機
構
の
審
紋
顕
序

F
E
m
g
N
O
P
E肉

が
定
め
ら
る
o
ナ
な
わ
ち
古
河
島
、
小
回
呉
、
大
河
阜
の
願
序

で
る
る
。
。
‘
髭
告
白
向
。

R
V目。
MM宮、
m
・
2
と
の
願
序
に
主
っ
て

古
河
昆
〈
十
一
一
人
衆
d

が
最
ち
重
要
な
予
備
審
査
。
纏
限
を
慣
行
的

に
行
使
し
掠
っ
た

E
C
措
定
が
裏
書
き
せ
ら
れ
る
。

四
国
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四

前
二
章
に
越
ぺ
た
よ
う
に
、
ア
由
γ
グ
ス
プ
ル
グ
は
十
世
紀
に
初
ま
ク
て
、
十
二
世
紀
中
頃
に
は
ほ
ぼ
司
教
都
市
た
る
態
容
を
完
成
し
た
。
司

と
関
連
す
る
こ
と
は
、

教
都
市
O
成
立
に
つ
い
て
は
？
オ
ッ
ト
l
諸
帝
符
許
献
に
見
ら
れ
る
、
ザ
ク
セ

y
朝
諸
帝
D
帝
図
統
一
政
策
と
し
て
の
数
曾
勢
力
助
長
の
政
策

一
般
司
教
都
市
と
同
様
で
あ
る
が
、
特
に
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
あ
っ
て
は
、
司
教
ウ
ル

p
ッ
ヒ
の
態
震
に
見
ら
れ
る
親

皇
帝
の
方
針
ぷ
そ
白
後
の
歴
代
司
教
の
踏
襲
す
る
と
こ
ろ
と
芯
っ
た
と
と
、
更
に
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
が
ヲ
ル
ー
プ
ス
前
地
に
位
置
し
て
、
諸
皐

リ
ァ
ウ
グ
ズ
プ
ル
グ
に
お
け
る
帝
国
都
市
白
成
立
一

帝
の
イ
タ

p
ア
政
策
の
線
接
地
で
あ
っ
た
た
め

、
諸
皇
帝
と
の
深
い
闘
惑
が
生
ま
れ
戸
ー
諸
皇

帝
O
特
別
の
庇
護
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
い
う

特
殊
事
情
が
促
進
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ち
な

い
。
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
の
諸
皇
帝
と
D
深
い
関

連
は
、
ザ

p
エ
ル
朝
を
遁
し
、
シ
ュ
タ
ウ
ブ
ェ

y
朝
に
至
つ
で
も
不
鍵
で
あ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア

政
策
の
熱
誠
在
る
途
行
者
フ

p
I
F
リ
ッ
ヒ
一

世
の
場
合
に
特
に
顕
著
に
見
ち
れ
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
還
り
で
あ
る
。

し
か
る
忙
十
一
一
一
世
紹
に
歪
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス

プ
ル
〆
は
」
轄
し
て
帝
国
都
市
へ
唱
の
趨
穏
を
進

め
、
十
三
世
相
仰
中
葉
に
そ
の
過
程
は
念
速
に
稜

四
五



ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
に
お
耽
る
帝
属
都
市
の
成
立

展
し
た
。
あ
た
か
も
大
空
位
前
後
、
ド
イ
ツ
の
中
央
穣
カ
が
最
も
沈
滞
し
た
時
期
で
あ
る
G

し
か
し
帝
園
都
市
へ
の
遁
程
は
皐
純
で
は
な
か
っ

た
。
基
本
的
に
は
詩
歌
ハ
ル
ト
マ

Y

の
一
誘
議
し
た
市
民
と
り
扮
争
の
脇
氏
居
間
の
結
酷
烈
で
あ
る
が
、
と
れ
に
皇
帝
、
及
び
皇
帝
の
権
利
を
委
譲
さ
れ

た
シ
ュ
ヴ
ァ

l
ぺ
y
公
、
バ
イ
品
ル

y
公
の
地
方
様
力
。
欲
求
が
か
ち
ん
だ
。
そ
の
場
合
皇
帝
が
ど
の
よ
う
な
牧
樹
を
演
じ
た
か
は
共
躍
的
犯

は
不
明
の
部
分
が
多
い
が
シ
ァ
グ
ウ
フ

a
y
の
シ
ュ
グ
ァ
l
ベ
y
公
家
の
断
絶
と
共
に
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
は
帝
園
都
市
へ
の
歩
み
を
進
め
、

部
／、

司
教
支
配
は
宗
教
領
に
限
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

前
諸
の
経
過
に
見
ら
れ
る
市
氏
。
前
教
に
封
ず
る
京
畿
は
、
も
ち
ろ
ん
自
律
性
へ

O
欲
求
の
現
わ
れ
ぜ
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
帝
園
都
市
に
な
げ
る
、
！
市
民
圏
畑
慢
の
自
主
性
は
、
司
教
都
市
の
場
合
花
絵
げ
る
よ
り
も
一
審
強
力
な
も
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
現
賓
に
は
、
市
民
麗
慢
の
市
政
に
封
す
る
か
か
わ
り
方
拡
、
フ
ォ
グ
ト
及
び
プ
ル
グ
グ
ラ
1
フ
の
都
市
諸
佼
の
職

務
執
行
に
謝
し
て
補
助
的
乃
港
整
観
的
な
意
味
で
立
曾
う
程
度
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
市
民
国
欝
の
自
律
性
へ
り
欲
求
は
、
一
歩
を
潜
め

℃
語
、
迭
に
は
都
市
花
封
ず
る
帝
擢
を
全
く
名
目
的
な
も
の
と
し
、
市
民
の
俊
樹
を
補
助
的
な
も
の
か
ら
主
動
的
な
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
具
躍
的
巴
は
十
四
世
穏
に
語
げ
る
市
参
事
曾
の
稜
展
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
程
は
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
市
長
。

旺
盛
な
る
経
済
活
動
と
併
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。



Enl:wicklung von Mil:t:elall:erlicher Augsburg 

von R. Imaki 

-1,-

Die Bischofsstadte, die wichtigsten der deutschen, mittelalterlichen Stadte 

bildeten, im allgerneinen erwarben die Autonomie, darauf dass sie die 

Reichsstadte geworden batten. In diesem Aufsatz verfolgte die solche 

Verlauf von dem Falle Augsburgs. 
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